
【 決算・申告相談 日程表 】　

　　〇担当税理士：大矢啓資先生

　令和６年　２月１６日（金） 　午後１時～午後４時

　　　　　　２月２２日（木） 　午後１時～午後４時

　　　　　　２月２９日（木） 　午後１時～午後４時

　　　　　　３月　８日（金） 　午後１時～午後４時

　　　　　　３月１４日（木） 　午前９時～１２時

※本相談事業は、県の補助を受けています。

令和６年２月号
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期　　　日 時　　　間

https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/
☛ 決算確定申告

◎ 令和５年分の決算・確定申告は、

令和６年３月１５日（金）までです。

◎ 令和５年分の消費税の申告は、

令和６年４月１日（月）までです。

〇 確定申告に必要な証明書等について

１）税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき ※昨年電子申告を行った方

このお知らせハガキにより、所得税予定納税の有無、消費税の中間納税の有無などを確認します。

２）各種証明書

生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書（地震保険・長期損害保険）、社会保険料控除証明

書等（国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料など）

３）小規模企業共済等掛金控除証明書など

４）住宅借入金等特別控除に関する書類

５）寄付金控除証明書

６）医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書等

※医療費は、病院に掛かった人及び医療費の支払先別に集計して来てください。

７）公的年金年金源泉徴収票

８)配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる方は、年間収入のわかるもの

９）人的控除を受けられる方及び申告者のマイナンバーのわかるもの

◎ 決算・申告相談に係るお願い！

本年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、決算・申告の相談に限り、

事前予約制とさせていただきます。

窓口での密を避ける措置として、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。

税理士による相談日以外でも結構です。

事前にお電話でのご予約をお願いいたします。
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☛ インボイス制度

インボイスを登録され、

免税事業者から課税事業者になる小規模事業者の皆さんへ

1.納税額が売上額の２割に軽減！

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・

事務負担を軽減するため、

売上税額の２割を納税額 とすることができます。

※事前届出不要

❖対象になる方

免税事業者からインボイス発行事業者になった方

※２年前（基準期間）の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方

❖対象となる期間

令和５年１０月１日～令和８年９月３０日を含む課税期間

※個人事業者は、令和５年１０～１２月の申告から令和８年分の申告まで対象

☛岐阜県制度融資

◎ 「ダイハツ工業生産停止関連融資相談窓口」の開設について

（厳しい業況下にある中小企業者等に対する県制度融資による金融支援）

ダイハツ工業の生産停止による影響を受け、業況が悪化した中小企業者等の資金繰り

支援等に関する相談窓口が下記のとおり開設されました。

１．相談窓口名称： ダイハツ工業生産停止関連融資相談窓口

２．開設日： 令和６年１月１９日（金）

３．相談受付時間： 月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分まで

４．設置場所： 岐阜県商工労働部商業・金融課内（岐阜県庁１０階）

０５８－２７２－８３７４（直通）

５．内容： 岐阜県中小企業資金融資制度（県制度融資）による支援

制度案内、その他支援情報の提供等
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リスクに負けない経営を支援します！
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八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
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https://www.gifushoko.or.jp/yaotsu/

☛ 記帳支援

◎ 令和６年度 「新規記帳継続指導の申込み」について

令和６年度の「記帳継続指導」の申込みの受付をします。

商工会では、会計ソフトを活用した記帳継続指導を行っています。

もちろん、決算書の作成から確定申告（電子申告）まで一貫した

お手伝いをさせて いただきます。ぜひ、ご活用ください。

【記帳継続指導のメニュー】

〇会計ソフトによる代行サービス

事業者様からご提出いただいた現金出納簿、仕訳伝票をお預かりし、商工会で会計ソフト

に入力するサービス。

（料金） 伝票枚数 （月枚数） ※税込み

＊１００枚未満：2,500円 ＊１００枚以上１５０枚：3,000円 ＊１５０枚以上：3,500円

〇自主記帳サービス

商工会指定の会計ソフトを活用し、事業者自らがデータ入力を行うサービス。

会計ソフトの提供・設定、入力方法の指導、入力内容の確認作業、会計ソフトの提供も含

んでいます。（料金） 年間20,000円

◎ご希望の方は、お気軽にお問合せください。

◎ 令和5年分から 「青色決算書」の様式が変更されました！

月別売上（収入）金額及び仕入金額の記入欄のほかに、

「売上（収入）金額及び仕入金額の明細」を記入する欄がで

きました。※詳しくは、商工会へお尋ねください。


